
第２章 重点目標における取組の基本方向と主な取組

４ 行政運営の最適化の推進

（１）行政手続きのオンライン化

【現状・課題・取組の方向性】

本県では，県民の利便性の向上に向けて，行政手続きのオンライン化や県税納付の電子

化を進め，インターネットを通じた申請，届出，入札，調達手続，県税の電子申告等がで

きるようになりました。このほか，自動車税をはじめ一部の県税の納付についても，ＡＴ

Ｍ，クレジットカード，モバイルバンキングによる納付が可能となりました。その他の県

への手数料等の納付においても，多彩な納入手段の導入について検討を行っています。併

せて，このようなオンライン手続きが安全に行えるよう，第三者による情報改ざんの防止

や通信相手の確認を行う公的個人認証サービスの適切な管理運営にも努めています。

後述するマイナンバー制度の一環として，平成２９年７月から情報提供等記録開示シス

テム（マイナポータル）の運用が開始されます。このマイナポータルでは，マイナンバー

を含む自分の情報がいつ，誰が，なぜ提供したのかということや，行政機関からのお知ら

せ等を自宅のパソコン等から確認することができます。

さらに，マイナンバーカードのマイキー部分（ＩＣチップの空き領域及び公的個人認証

サービス）を活用した「マイキープラットフォーム31」の検討も進んでおり，今後，行政

機関へのオンライン申請だけなく，商店街等の各種サービスの一元管理など，高度な安全

性を確保するとともに更なる住民サービスの利便性向上が期待されています。

今後，これまで構築したシステムの安定運用を図るとともに，より利便性が高く，利用

者本位のサービスを提供するため，対象手続きの拡大や使い勝手の見直しを行い，電子申

請利用を促進していきます。

主な取組

65 地方税電子申告システムの運用（総務部）

全国の地方自治体共同で組織する「地方税電子化協議会」に参加し，共同で構築した地方税電子申告システ

ムを平成１８年から運用しています。平成２２年からはシステムを利用した電子納付が可能となり，納税者の

利便性向上を図っています。

66 マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）による県税収納（総務部）

平成２０年度から，マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）を活用し，パソコン，携帯電話，ＡＴＭを利

用した県税の納付を可能とし，納税者の利便性の向上を図っています。
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67 自動車税クレジット収納システムの運用（総務部）

平成２２年１月から，クレジットカードでの自動車税納付を可能とすることにより，納税者の利便性向上と

早期収納を図っています。

68 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム（ＯＳＳ）の整備（総務部）

平成２７年４月から，自動車税の納税確認の電子化によって，車検時に納税証明書の提示を省略できるよう

になっています。また，国土交通省が中心となって開発した，自動車保有関係手続きのワンストップサービス

（ＯＳＳ）システムについては，本県でもこのシステムを活用し，納税者の利便性向上が図れるよう，関係団

体とともに導入準備に取り組みます。

69 インターネット公売の実施（総務部）

YAHOO!JAPAN 官公庁オークションサイトを利用し，公売執行機関である県税事務所が差押した財産（不動

産，自動車，動産）のインターネット公売を実施しています。これにより，落札率・落札価格の上昇や，県税

滞納による財産差押について周知することで滞納の未然防止につなげます。

70 電子申請オンライン利用の促進（震災復興・企画部）

県民サービス及び行政効率の向上を実現するため，電子申請が可能な各種申請・届出等手続の拡大を図り，

オンライン利用を促進します。また，市町村における電子申請利用環境の整備のため，操作研修や利用促進支

援を実施します。

71 電子認証基盤の運用（地方公共団体組織認証基盤，公的個人認証基盤）（震災復興・企画部）

電子申請手続のためのインフラとして，第三者による情報の改ざんを防止し，通信相手の確認を行う高度な

個人認証サービスを安価に提供する「公的個人認証サービス」制度の円滑な運営を図るとともに，電子証明書

の普及に向けた取組を行います。また，社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い，平成２８

年１月からは電子証明書格納媒体として個人番号カードが発行されています。

72 産業廃棄物処理実績報告書等の電子報告システムの構築（環境生活部）

産業廃棄物処理の透明化を図り，排出事業者が適正な処理業者を選定する際の参考とするため，収集運搬業

者や処分業者から処理実績の報告を受け，集計結果を公表しています。事業者が報告用サイト「みやぎ産廃報

告ネット」から入力・提出したデータなどを自動集計して全県的な情報共有ができるようシステムを構築しま

す。

73 宮城県建設工事等電子入札システムの運用（出納局）

平成１９年度から本格運用している建設工事等電子入札システムにより，電子入札を実施しています。イン

ターネットを介して電子化されたデータをやりとりすることにより，入札における公平性，透明性の確保及び

競争性の向上並びに受注者側の移動費用の削減などを図っています。
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74 宮城県物品等電子調達システムの運用（出納局）

平成１９年度に運用開始した物品等電子調達システムにより電子入札を実施しています。インターネットを

介して電子化されたデータをやりとりすることにより，入札における公平性，透明性の確保及び競争性の向上

並びに受注者側の移動費用の削減などを図っています。

75 宮城県電子入札システムの計画・構築，運用（出納局）

次期システム開発においては建設工事等電子入札システム，物品等電子調達システムの契約を一本化しま

す。

また，各機能の追加や見直しにより，システムの操作性を改善し，発注機関，入札参加者双方の事務負担の

軽減と利便性の向上を図ります。

（２）スリムで費用対効果の高い，最適な行政運営

【現状・課題・取組の方向性】

① 情報通信ネットワークの安定運用

本県では，行政事務の効率化を図るため，さまざまな業務システムを導入するとともに，

これらのシステムを運用するための基盤として情報通信ネットワークを整備してきました。

平成１５年度に宮城県総合情報ネットワーク（庁内ＬＡＮ）や国・市町村を結ぶ総合行

政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ32）等を結合したみやぎハイパーウェブ（広域通信回線網

（ＷＡＮ33））は，県内全市町村との接続を完了した後，県地方公所や県立学校，警察署

へとネットワークを順次拡大してきました。みやぎハイパーウェブは，ＬＧＷＡＮを経由

して，国の通信インフラ網である霞が関ＷＡＮとも接続され，より広範な情報の交換・共

有を実現しています。

震災後，通信設備や機器が被災した公所等のネットワークの復旧業務を行い，安定的な

運用に努めてきましたが，今後も，各種業務へのＩＣＴ利活用を支える情報通信基盤とし

て安定的な運用管理を行います。

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入され，平成２８年１月から税や雇用

保険などの手続きでマイナンバーの利用が始まりました。平成２９年７月からはマイナン

バーを活用した行政サービスを提供するため，情報セキュリティを万全にした専用の情報

ネットワークを構築し運用します。

主な取組

76 衛星系無線設備の更新（総務部）

災害時の行政・防災機関間の主たる情報伝達手段となる県防災行政無線ネットワークは第一世代の衛星無線

を使用してきましたが，被災した無線局の復旧と合わせ，順次，ＩＰ通信を可能とする第二世代衛星無線へと
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更新します。従来の通話・ファクシミリ送信に加えてメール送受信や宮城県総合防災情報システム（ＭＩＤＯ

ＲＩ）のバックアップ回線利用も可能とすることで，情報伝達の手段の多様化・高速化を図ります。

77 みやぎハイパーウェブの運用（震災復興・企画部）

県内の公共機関（県や市町村等）を結ぶ専用のネットワークであり，電気通信事業者が提供するサービス

（イーサネット網サービス）により構築し運用しています。電子県庁・電子自治体を実現するに当たっての各

種行政情報ネットワーク共通の情報通信基盤として安定的な運用を図ります。

78 総合情報ネットワークの運用（震災復興・企画部）

県の本庁舎及び地方機関のローカルエリアネットワークである総合情報ネットワークの監視，障害復旧，保

守等の運用管理を実施し，安定的なネットワーク運用を図ります。また，個人番号関係事務等とインターネッ

ト業務のリスク分散を図るためのネットワーク再構築を行い，ＬＧＷＡＮとインターネットの分離を進めま

す。

79 県庁インターネット・イントラネットシステムの再構築（震災復興・企画部）

電子政府や電子自治体の推進に伴い，公的機関のネットワークを取り巻く利用環境が大きく変化しているこ

とから，インターネットアクセス環境及びセキュリティ向上のため，新たなインターネット・イントラネット

システムを整備します。冗長化等により品質を確保し，柔軟性・拡張性を確保したネットワークを整備し，運

用をしていきます。

80 社会保障・税番号制度に関する情報ネットワークシステムの構築（震災復興・企画部）

全国の都道府県，市町村等との間で関係情報の照会，提供を行うマイナンバー専用の情報ネットワークシス

テムを構築し，安全性・信頼性の確保に努めながら運用します。

81 宮城県教育情報システム（ＳＷＡＮⅡ）の再構築と運用（教育庁）

県立学校の生徒及び教員が，コンピュータやインターネットを授業や教育活動に活用し，情報活用能力を高

めるとともに，情報モラルを身に付け，発達段階に応じた適切な情報教育を推進するため，ネットワークシス

テムの再構築を行い，安定かつセキュアな環境を実現します。

② 情報システムによる事務の効率化

【現状・課題・取組の方向性】

本県では，平成１７年度に電子県庁構築の基幹となる宮城県電子県庁共通基盤システム

の運用を開始し，順次，電子申請・電子入札などの県民への行政サービスを提供するフロ

ントオフィスシステムや，内部事務システム（バックオフィスシステム）を稼働させてき

ました。文書管理，電子決裁，職員認証及び情報共有など各種の機能により，業務の効率

化や庁内の意思決定の迅速化が図られたほか，平成２０年度に本稼働した宮城県庶務業務
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支援システム

を実現しています。

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

率化を図

主な取組

82 宮城県電子県庁共通基盤システムの運用（震災復興・企画部）

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

83 宮城県電子申請システムの運用

いつでも

企業など

84 宮城県庶務業務支援システムの運用

職員の勤務状況管理や

ことにより業務の合理化を図り，効率的な行政運営を目指します。

85 産業廃棄物処理業等管理システムの運用（環境生活部）

廃棄物処理法に基づき

００事業者，約

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

す。

支援システム及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

を実現しています。

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

率化を図ります。

主な取組

宮城県電子県庁共通基盤システムの運用（震災復興・企画部）

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

宮城県電子申請システムの運用

いつでもインターネット経由で手続ができる電

企業など申請者の利便性の向上を図るとともに，県庁

宮城県庶務業務支援システムの運用

職員の勤務状況管理や

ことにより業務の合理化を図り，効率的な行政運営を目指します。

産業廃棄物処理業等管理システムの運用（環境生活部）

廃棄物処理法に基づき

事業者，約３５０

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

を実現しています。

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

ます。

宮城県電子県庁共通基盤システムの運用（震災復興・企画部）

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

宮城県電子申請システムの運用

インターネット経由で手続ができる電

申請者の利便性の向上を図るとともに，県庁

宮城県庶務業務支援システムの運用

職員の勤務状況管理や諸手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

ことにより業務の合理化を図り，効率的な行政運営を目指します。

産業廃棄物処理業等管理システムの運用（環境生活部）

廃棄物処理法に基づき本県において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約

３５０施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

宮城県電子県庁共通基盤システムの運用（震災復興・企画部）

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

宮城県電子申請システムの運用（震災復興・企画部）

インターネット経由で手続ができる電

申請者の利便性の向上を図るとともに，県庁

宮城県庶務業務支援システムの運用（震災復興・企画部）

手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

ことにより業務の合理化を図り，効率的な行政運営を目指します。

産業廃棄物処理業等管理システムの運用（環境生活部）

において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約

施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指
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及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

宮城県電子県庁共通基盤システムの運用（震災復興・企画部）

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

（震災復興・企画部）

インターネット経由で手続ができる電子申請サービスを適切かつ安定的に提供することで，県民や

申請者の利便性の向上を図るとともに，県庁の事務効率化を図

（震災復興・企画部）

手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

ことにより業務の合理化を図り，効率的な行政運営を目指します。

産業廃棄物処理業等管理システムの運用（環境生活部）

において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約

施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

第２章 重点目標

及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

宮城県電子県庁共通基盤システムの運用（震災復興・企画部）

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

子申請サービスを適切かつ安定的に提供することで，県民や

事務効率化を図ります。

（震災復興・企画部）

手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

ことにより業務の合理化を図り，効率的な行政運営を目指します。

において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約

施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

重点目標における取組の基本方向と主な取組

及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

子申請サービスを適切かつ安定的に提供することで，県民や

ます。

手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約

施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

における取組の基本方向と主な取組

及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

今後も，各所属等に分散している事務の見直し，経費や環境負荷軽減など，さらなる効

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

子申請サービスを適切かつ安定的に提供することで，県民や

手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約

施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指

における取組の基本方向と主な取組

及び宮城県財務総合管理システムにより，庁内共通事務処理の簡素化・軽減

など，さらなる効

職員認証機能，情報共有機能，電子決裁機能，文書管理機能及び他システムとの連携機能を持つ電子県庁の

基盤となるシステムを運用することにより，庁内における情報の共有化と意思決定の迅速化を図り，機能的で

効率的な行政運営を支援するとともに，県のシステム導入，開発，運用，保守コストの削減を図ります。

子申請サービスを適切かつ安定的に提供することで，県民や

手当申請などに係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務をシステム化する

において許可された，産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設等（約４，２

施設）をデータベース化した当該システムを運用することで，許可に関する事務の効率

化及び関係機関とのリアルタイムでの情報共有が可能となり，更なる産業廃棄物の処理の適正化を目指しま
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第２章 重点目標における取組の基本方向と主な取組

86 民間賃貸住宅借上げシステムの運用（保健福祉部）

民間賃貸住宅を借上げた応急仮設住宅の契約・支払・問合せ対応等を適切に行うため，システムを活用して

約２５，０００件の契約情報の管理や支払データの作成を実施します。

87 ＣＡＬＳ／ＥＳ34（公共事業支援統合情報システム）の整備（土木部）

調査，設計から工事，維持管理に至る公共施設のライフサイクル全般にわたる各種情報を一定の標準に基づ

いて電子化し，ネットワークを介して，公共機関（公共施設管理者）や企業間等において交換・共有すること

により，事業期間の短縮，コストの縮減，生産性の向上を図ります。現在，庁内技術職員を対象としたＣＡＤ

35研修や業務委託における電子納品を実施しており，今後，工事情報共有システムの試行導入及び電子納品保

管システムの導入について検討します。

88 みやぎ学力調査分析システムの整備（教育庁）

県内公立高校の生徒を対象としたみやぎ学力調査のデータを各校からウェブサイトにアップロードすること

で，学力状況調査及び意識調査のさまざまな角度からの分析が可能なシステムを導入します。

③ 本県情報システムの全体最適化

【現状・課題・取組の方向性】

本県を含む行政機関が業務の情報化を推進し始めた当初は，事務処理の効率化を目的に

システムを導入する電子化自体に主眼が置かれていました。その後，関連技術が飛躍的な

進歩を遂げたことにより，単なる電子化ではなく，利用者視点に立った効果的なシステム，

投資額に見合う効率的なシステムを構築することに重点が置かれるようになりました。現

在では，全庁的かつ中長期的視点からシステム全体を最適化することが大きな課題となっ

ています。

本県では，平成２０年度に策定した宮城県情報システム最適化計画に基づき，平成２５

年度末までに約５億３千万円（約２０％）の情報システムの維持管理経費を削減しました。

平成２６年度には，情報システム全体のコスト抑制やセキュリティ確保などを目的とす

る最適化計画を策定しました。今後は，情報システムの調達の統括管理，ＩＴアドバイザ

ーの設置，情報システムサーバー統合など，計画に基づく各種取組を確実に実施すること

により，本県の情報システムの最適化を図ります。

主な取組

89 情報システム調達の統括管理（震災復興・企画部）

情報システムの開発等に際し，「情報システム調達ガイドライン」に基づく，事業構想プロセスにおける審

査・評価，予算要求プロセス及び予算執行プロセスにおける業務担当所属との協議により，業務のシステム化

の促進，コストの抑制，セキュリティの確保を図り，県が所管する情報システム全体の最適化を推進します。
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第２章 重点目標における取組の基本方向と主な取組

90 庁内ＩＴアドバイザーの設置（震災復興・企画部）

民間の専門的知識を持ったＩＴアドバイザーを庁内に設置し，業務担当所属からの技術的な相談に対応する

とともに，事業構想・予算要求・予算執行時におけるアドバイスや所属の業務システム化要望に対する助言を

行い，業務のシステム化の促進，コストの抑制，セキュリティの確保を図り，県が所管する情報システム全体

の最適化を推進します。

91 情報システム研修の実施（震災復興・企画部）

業務のシステム化，情報システムの調達，情報システムの運用・管理に必要な知識やスキルを習得させるた

め，担当職員に対して研修を実施します。

92 情報システムのサーバ統合（震災復興・企画部）

システム所管所属がそれぞれ運用・管理を行っている情報システムのサーバを集約・統合することにより，

コストの削減や信頼性の向上，運用の一元化を図り，県が所管する情報システム全体の最適化を推進します。

④ 情報セキュリティ対策と情報システムの業務継続

【現状・課題・取組の方向性】

行政機関の情報システムは，盗難，漏えい，改ざんなど外部からの攻撃の標的にされや

すいことに加え，最近では，標的型メール攻撃やウェブサイトの改ざんなど，サイバー攻

撃の手法が巧妙化・複雑化しています。平成２７年には，日本年金機構における大規模な

個人情報流出問題が発生し，セキュリティ対策の抜本的な強化が必要となっています。

このため，庁内のネットワークシステムのセキュリティ強化とともに，県と市町村のイ

ンターネット接続口を集約し，高度なセキュリティを目指す自治体情報セキュリティクラ

ウド36を構築することとしています。このほか，本県では，情報セキュリティポリシー37を

一本化して内部監査や外部監査等を実施し，情報セキュリティ対策の徹底を図ります。

また，情報システムは，外部からの攻撃だけでなく，常に災害の脅威にさらされていま

す。多くの業務で情報システムを活用している現状では，大規模災害で情報システム等が

停止すると業務継続に多大な支障が生じ，県民生活や地域経済活動に深刻な影響を与えま

す。

本県では，情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ38）を策定し，災害発生時に

は，情報システムを利用した重要業務が中断することなく，また，中断した場合でも可能

な限り早急に復旧できるよう，必要な事前対策や，被災時における業務継続のための行動

計画及び情報システムの復旧計画を定めています。各種情報システムのｉ－ＢＣＰについ

ては，東日本大震災を踏まえた定期見直し及び机上訓練を行い，東日本大震災レベルの地

震にも対応した内容に修正します。
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第２章 重点目標における取組の基本方向と主な取組

主な取組

93 自治体情報セキュリティクラウドの運用（震災復興・企画部）

日本年金機構における個人情報流出事案を踏まえ，県と市町村が協力して，自治体情報セキュリティクラウ

ドを構築し，高度な情報セキュリティ対策を講じます。

94 情報セキュリティ監査の実施（震災復興・企画部）

情報漏えいや不正アクセスなど情報セキュリティに関する事件や事故が多発し，その原因も多様化・複雑化

しています。県が保有する情報資産等をさまざまな脅威から適時・適切に保護するため，情報セキュリティポ

リシーに基づく情報セキュリティ対策を全職員が統一して実施し，県民にとって安心・安全な電子自治体の環

境づくりを進めるため，職員や専門業者による情報セキュリティに関する監査を実施します。

95 情報セキュリティ研修の実施（震災復興・企画部）

各所属において情報漏えい事故・事件を起こさないために，情報セキュリティ対策の重要性や具体的な対策

方法等を身に付け，情報セキュリティ対策を見直す機会として新任管理者や新規採用職員，一般職員，情報セ

キュリティ担当者を対象とした研修を実施します。

96 情報システムに係る業務継続計画（i-ＢＣＰ）に基づく業務継続確保（震災復興・企画部）

平成２２年に策定した「情報システムに係る業務継続計画（i-ＢＣＰ）」に基づき，非常時に備えるととも

に，定期的な見直しや訓練などを通じて計画の実効性を高めます。

⑤ 市町村行政の情報化

【現状・課題・取組の方向性】

これまで，本県及び県内市町村では，ＬＧＷＡＮや住民基本台帳ネットワークシステム

の運用による行政手続業務の効率化など，電子自治体化の推進に取り組んできました。県

及び県内２４市町が共同でＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ39を活用した宮城県・市町村共同電子申請

サービス（みやぎ電子申請サービス）を運用し，単独導入の場合と比較して大幅な経費削

減を実現しています。

東日本大震災を経て，被災時のデータ保全や業務継続性の確保に有効とされる自治体ク

ラウドへの関心が高まっており，宮城県震災復興計画においても，自治体庁舎被災時のバ

ックアップ機能を視野に入れた自治体クラウドの導入を推進していくこととしています。

宮城県電子自治体推進協議会の自治体クラウド専門部会において，自治体クラウドに関す

る説明会の開催やワーキンググループを設置するなど，自治体クラウドの共同利用に向け

て検討を進めます。
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第２章 重点目標における取組の基本方向と主な取組

主な取組

97 住民基本台帳ネットワークシステムの運用（総務部）

住民の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため，居住関係を公証する住民基本台帳

をネットワーク化し，本人確認情報（氏名・住所・性別・生年月日の４情報，個人番号，住民票コード及び付

随情報）により，全国共通の本人確認ができるシステムとして構築，運用されています。

98 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ)の運用（震災復興・企画部）

全国の地方公共団体を相互に接続する行政機関専用のネットワーク「ＬＧＷＡＮ」をセキュリティに配慮し

ながら適切に運用します。

99 市町村業務システムの共同クラウド化の推進（震災復興・企画部）

情報システムや関連機器等は，市町村が共同調達することで経費削減につながることから，市町村の各種業

務システムの共同クラウド化による事務の効率化，経費削減，災害対策の強化を図ります。県と全市町村が参

加する宮城県電子自治体推進協議会の自治体クラウド専門部会において，市町村の共同クラウド調達のための

支援を進めていきます。

100 市町村職員への研修機会の提供（震災復興・企画部）

市町村情報担当職員のＩＴスキル向上を図るため，県が実施する職員研修への参加機会を提供し，市町村に

おける電子自治体化の推進を支援します。
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